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食品健康影響評価の結果の通知について（回答） 

 

 

令和７年２月 12 日付け消食基第 113 号をもって当委員会に意見を求められた事項

については、昨年６月に食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 23 条第１項第

２号に基づき当委員会が自ら食品健康影響評価を行った結果を踏まえ、同法第 12 条

に基づき新たに適切な基準が設定されると認められるものであることから、人の健康

に悪影響を及ぼすおそれはないと考えられる。したがって、同法第 11 条第１項第２

号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認め

られる。 

 

 


